
　
福
祉
や
教
育
、
消
防
、
ご
み
処
理
な
ど
行
政
サ
ー
ビ
ス
は
、
市
民
一
人
一
人
が
納
め
る
税
金
で
賄
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
税
金
を
滞
納
す
る
こ
と
は
、
税
負
担
の
公
平
性
を
欠
く
ほ
か
、
市
の
財
政
を
圧
迫
し
、
皆
さ
ん
に
提

供
す
る
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
市
で
は
滞
納
整
理
を
強

化
し
て
い
ま
す
。

悪
質
滞
納
者
に
は

滞
納
処
分
で
差
し
押
さ
え

　
再
三
の
催
促
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

相
談
な
く
税
金
を
納
め
な
い
悪
質
な

滞
納
者
に
対
し
て
は
、
滞
納
処
分
に

よ
り
財
産
を
差
し
押
さ
え
ま
す
。

●
差
し
押
さ
え
対
象
財
産
の
具
体
例

債
権
／
預
貯
金
、
給
与
、
生
命
保
険
、

売
掛
金
、
所
得
税
還
付
金
、
賃
料

不
動
産
／
土
地
、
建
物
、
地
上
権

無
体
財
産
権
／
信
用
組
合
や
農
業
協

同
組
合
な
ど
の
出
資
金

動
産
／
自
動
車
、
絵
画
な
ど

●
国
民
健
康
保
険
税（
国
保
税
）の
滞

納
者
に
は

　
財
産
の
差
し
押
さ
え
の
ほ
か
、
保

険
証
の
有
効
期
限
の
短
い
「
短
期
被

保
険
者
証
」
や
、
医
療
機
関
窓
口
で

医
療
費
の
全
額
を
一
時
負
担
す
る

「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」
が
、
保

険
証
の
代
わ
り
に
発
行
さ
れ
ま
す
。

期
限
内
に
納
付
を

納
付
方
法
は
い
ろ
い
ろ

●
口
座
振
替
が
便
利

　
自
動
的
に
預
金
口
座
か
ら
引
き
落

と
し
に
な
る
の
で
、
納
付
の
た
び
に
、

市
役
所
や
金
融
機
関
に
足
を
運
ば
な

く
て
済
み
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
希
望
す
る
人
は
、
預

金
通
帳
と
届
け
出
印
を
持
っ
て
、
市

指
定
の
金
融
機
関
に
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。

※
市
指
定
の
金
融
機
関
は
、
納
付
書

に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア（
コ
ン

ビ
ニ
）で
ら
く
ら
く
納
付

　
24
時
間
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
、

手
数
料
も
掛
か
り
ま
せ
ん
。

※
利
用
で
き
る
コ
ン
ビ
ニ
は
、
納
付

書
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

●
休
日
・
夜
間
納
税
窓
口
を
開
設

　
昼
間
や
平
日
に
、
納
付
や
納
税
相

談
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
人
の
た

め
、
休
日（
毎
月
第
４
日
曜
日
）お
よ

び
夜
間（
月
２
回
）に
窓
口
を
開
設
し

て
い
ま
す
。

※
日
時
な
ど
は
、
広
報
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

納
付
が
困
難
な
と
き
は

早
め
に
相
談
を
！

　
災
害
や
盗
難
、
本
人
や
家
族
の
病

気
、
事
業
の
休
廃
止
、
失
業
な
ど
、

や
む
を
得
な
い
事
情
で
納
付
が
困
難

な
場
合
は
、
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ま
た
一
括
納
付
が
難
し
い
場
合
は
、

分
割
納
付
の
相
談
も
行
っ
て
い
ま
す
。

 
税
負
担
の
公
平
性
を
確
保
す
る
た
め
に

滞
納
整
理
を
強
化
し
て
い
ま
す

※�平成24年度は市税・国保税に64,411,7�
45円を充てました。

種別 平成24年度
（件）

平成23年度
（件）

預貯金 172 106
給与 85 17
生命保険 114 63
国税還付金 23 19
不動産 　15 　3
その他 　5 　1
合計 414 209

※�市税・国保税の納付額　合
計46,163,978円

業務内容 件数

市税・国保税の納付 1,159

納付相談 121

税以外の負担金など
の納付 119

平成24年度の
休日・夜間受付件数

【差し押さえ実績】

納税通知書発送

督促・催告
　納期限を過ぎると、督促状（手数
料：１通50円）を発送します。延滞
金が加算されます。
　それでも納付されない場合は、書
面や電話などで催促します。

財産調査
　勤務先、金融機関、生命保険会社、
官公庁、取引先などへ財産の調査を
行います。
※�この調査は、本人の承諾なしで行
えます。

財産差し押さえ
　再三の催促にもかかわらず、相談
なく税金を納めない場合、滞納処分
により財産を差し押さえます。

換価処分（債権取立・不動産公売）
　債権は原則即時取立、不動産は公
売（売却）により金銭にし、税に充て
ます。

問
い
合
わ
せ
先

●
市
税
・
国
保
税
の
納
付

税
務
課
収
税
班

☎
62
‐
５
３
２
２

●
保
険
証
の
交
付

保
険
年
金
課
国
民
健
康
保
険
班

☎
62
‐
５
３
３
１

滞納処分の流れ

広報あさひ　2013.8.13


